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  令和６年限定の税制! 定額減税とは？     
 

  賃金上昇が物価高騰に追い付いていない現状の

緩和を目的に、一時的な措置として、令和６年（2024

年）に支払うべき所得税・個人住民税の減税策です。 

 

 

① 対象者は？            

 

  ・令和６年分所得税の納税者 

  ・令和６年分の所得税にかかる合計所得金額が 

    １，８０５ 万円以下である者 

  ・令和６年度 住民税所得割が発生している者 

  ・国内に住所を有する個人 

 

 合計所得金額１，８０５万円＝概ね額面で２，０００万

円を超える医療法人の役員や勤務医、日本人であっ

ても海外に居住している人は対象外です。 

  

② 減税額は？     

 

 所得税 住民税 

本人 ３万円 １万円 

同一生計 

配偶者 

 

３万円 

 

１万円 

扶養親族 

(１人につき) 

 

３万円 

 

１万円 

 

 住民税について対象となる方は、市区町村から届く

令和６年度の税額決定通知書に減税額が記載されて

きますので、ご確認ください。 

通常住民税は毎年６月～翌５月分を１２か月で割っ

て給与天引きで支払いますが、本年に限り、６月分は

徴収されず、減税後の納付額を１１か月で割った税額

を給与天引きにて支払います。 

 

③ 月次減税とは？その対象者は？     

  

 毎月支払われる給与にかかる所得税額から、その額

が合計３万円に達するまで毎月所得税を減税していく

仕組みです。 

 

 

 毎月の給与で行われる所得税の月次減税 

 

  （対象となる人） 

 ・令和６年６月現在勤務している 

・税区分「甲」（当院勤務がメイン）の人 

 

（対象とならない人） 

・令和６年６月２日以降に勤務し始めた人 

（年末調整で減税額の清算となります） 

・税区分「乙」（当院は主たる勤務でない）の人 

・令和６年５月３１日以前に退職した人 

 

 なお対象者の場合、主たる給与者のもとで定額減

税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択する

ことはできず、自動的に適用されます。 

 

Q. 扶養範囲内で働くパートは適用されるか？ 

 

 例）夫の給与収入の方が多く、扶養に入っている妻 

 

 合計所得金額が４８万円（給与所得だけの場合は

給与の収入金額が１０３万円）以下であれば、そもそ

も所得税が課税されないため、パート勤務している妻

本人は定額減税を受けることはできません。 

 その場合、夫の給与内において、妻の分まで定額

減税を受けることができます。 

 

 逆に言えば合計所得金額が４８万円（給与収入金

額が１０３万円）を超える場合は、夫の給与内では定

額減税を受けることができず、妻本人が定額減税を

受けることができます。しかしこの場合においても、実

際課税される額から最大３万円減税されるため、収入

額によっては３万円満額減税されないケースもありま

す。 

＄ 直近の経済情報  ＄    

日経平均株価   ３８，２０２．３７ 円 

   金価格（ｇ）買値     １２，７３９ 円 

   銀価格（ｇ）買値     １５２．１３ 円 

   ドル円相場        １５５．２２ 円 

 （日本国債金利） 

  ５年もの     ０．４７９ ％  

 １０年もの     ０．８８１ ％  ※５月８日時点 


